
分倍河原駅周辺まちづくりについて

日 時：令和元年7月18日（木）19時から
場 所：片町文化センター第１会議室

【資料２】
案
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本日の説明内容

１．これまでの経緯

２．府中市都市・地域交通戦略について

３．まちづくり提案について

４．分倍河原駅周辺地区の課題

５．まちづくり基本計画（仮）について

６．地区計画について

７．アンケート結果（参考）

８. 今後の予定
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１．これまでの経緯

◆府中市の計画

府中市都市・地域交通戦略
【分倍河原駅周辺地区】

（H30.5）

・まちづくりと連携して戦略的に交通施策を推
進するための計画

◆まちづくり協議会からのご提案

分倍河原駅周辺地区
まちづくり提案書
（H30.10）

・協議会での議論やまち歩き、意見募集などの
検討結果をまとめたまちづくりの提言

まちづくり基本計画（仮）の策定

・交通戦略及びまちづくり提案書を踏まえ、分倍河原駅周辺地区におけるまちの
将来像や土地利用の計画、基盤整備の計画等をまとめた整備計画
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２．府中市都市・地域交通戦略について

将来像：「にぎわいがつながり・ひろがる
歩行者中心の 人に優しい コンパクトなまち」

▶方針１：生活サービスが整い、多くの人たちでにぎわうコンパクトなまち

▶方針２：誰もが安全・便利に移動できる歩行者中心のまち

▶方針３：交流や憩いの場があり、安らぎを感じられる人に優しい快適なまち

【目標１】 安全・安心して歩いて楽しめる駅周辺地区・駅前空間の形成

【目標２】 安全・便利に利用でき、歩行者と共存し得る自転車利用環境の充実

【目標３】 利便性・快適性・分かりやすさを備えた駅・交通基盤への改良
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２．府中市都市・地域交通戦略について
ステップ１：ハード整備を伴う既存機能の拡充・再編 【おおむね５年程度で実施】

歩行者空間の確保
自転車走行空間
の確保・明示

生活道路における
歩行者環境の充実

自転車駐車場
の移転・再配置

駅へのアクセス道路
の拡幅・整備

商店街における
歩行者の安全確保 歩行者空間の確保

自転車走行空間
の確保・明示



２．府中市都市・地域交通戦略について

6

ステップ２：大規模改修を伴う新たな拠点の形成 【おおむね10年程度で実施】

駅直近への溜まり空間
の確保

駅舎とまちの整合

東西自由通路の新設 南北自由通路等における
自転車押し歩きの促進

南北自由通路の再整備

南側駅前広場の再整備、
位置付けの検討



駅周辺の自治会、商店会及び駅南側商業・業務施設の関

係者をメンバーとし、地域が抱えるまちの課題解決に向けたま

ちづくりの検討に取り組んできました。

昨年末に、検討結果を取りまとめたまちづくり提案書が市長

へ提出されました。
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３．まちづくり提案について

活気ある駅周辺・
駅前空間の形成

（１）

にぎわいの創出や
災害時の連携

（２）

誰もが安心して買い物が

できる商店街通りの形成

（３）

歩行者や自転車が安全に
通行できる外周道路、
地区内道路の整備

（４）

ゆとりある良好な
住環境の保全

（５）

府中崖線の自然や歴史を

生かした景観形成

（６）

まちづくり協議会とは・・

高野市長への提出の様子（平成30年11月27日（火））

左：野口副会長 中：芝嵜会長 右：高野市長
まちづくりの６つのテーマ
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３．まちづくり提案について
まちづくりの方向性（まとめ）

（6）斜面林や用水などの府中崖線の自然の保全、活用

（4）分梅通りの歩行空間の改善

（5）住宅地と調和
した魅力ある駅周辺
の街並みの形成

（5）敷地の細分化を防
止するなどの建替えのルー
ルづくり

（5）生垣等による緑の創出

（1）駅舎の改良

（4）地区内の狭あい
道路の整備の促進

（1）東西動線の整備

（6）高安寺などの歴史的資源（★）と調和した景観形成

（3）駐輪スペースの確保

（3）商店街の土地利用

（4）市道４-１３９号線の歩行
空間の改善

（4）旧甲州街道の歩行空
間の改善

（1）南北の繋がりの強化

（2）商店街と大型店舗の連携

（2）災害時に備えた体制の構築

（3）自転車の押し歩き

（3）時間帯交通規制や
共同荷さばき場の確保

（3）駐輪スペースの確保

（1）人のための駅前広場の確保

（2）駅前空間を活用したイベントの実施

（2）南側駅前広場に隣接する公園の改良
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４．分倍河原駅周辺地区の課題

市街地環境の課題

① 駅北側の商店街の活性化や買い物客等の歩行者の安全確保

② 地形により阻害された地区内の回遊性の改善

③ 狭あいな道路による不十分な避難救助経路の改善

④ 駅周辺における救援活動や待機場所となる溜まり空間の確保

⑤ 駅近辺に存在する密集した市街地の解消

⑥ 駅周辺にふさわしい街並みへの誘導

～まちづくり提案書、都市・地域交通戦略を踏まえて～
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４．分倍河原駅周辺地区の課題

市街地環境の課題

駅周辺にふさわしい
街並みへの誘導

狭あいな道路による不十
分な避難救助経路の改善

駅近辺に存在する密集
した市街地の解消

駅近辺における救援活動
や待機場所となる溜まり空
間の確保

地形により阻害された
回遊性の改善

商店街の活性化
歩行者の安全確保



11

４．分倍河原駅周辺地区の課題

交通環境の課題

① 駅へのアクセス性の改善

② 混雑する駅前空間の改善

③ 主要道路における不十分な歩行者空間への対応

④ 自転車走行空間の未整備箇所への対応

⑤ 駅前空間等における自転車利用の在り方

⑥ ラッシュ時の駅の混雑、輻輳した駅構内動線への対応

⑦ 駅と駅前広場やバス停とのアクセス性の改善

⑧ 都市計画道路３・４・６号線の計画内容の再検討

～まちづくり提案書、都市・地域交通戦略を踏まえて～
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４．分倍河原駅周辺地区の課題

交通環境の課題

不十分な歩行空間
自転車走行空間の
未整備箇所への対応

駅へのアクセス性改善

駅へのアクセス性改善

歩行者中心の駅周辺
における自動車交通対策

混雑する駅前空間の改善

不十分な歩行空間
自転車走行空間の
未整備箇所への対応

駅前広場の改善

ラッシュ時の駅の混雑、
輻輳した構内動線への対応

駅前空間等における
自転車利用の在り方

都市計画道路３・４・６号線の計画内容の再検討

バス停と駅とのアクセス性改善
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５．まちづくり基本計画（仮）について

分倍河原駅周辺地区の将来像

「にぎわいがつながり・ひろがる

歩行者中心の 人に優しい コンパクトなまち」

◆生活サービスが整い、多くの人たちでにぎわうコンパクトなまち

◆誰もが安全・便利に移動できる歩行者中心のまち

◆交流や憩いの場があり、安らぎを感じられる人に優しい快適なまち
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５．まちづくり基本計画（仮）について

◆住商複合エリア
「誰もが安心して買い物ができる

にぎわいのある商店街等の形成」

◆公共公益機能強化エリア
「まちの顔・玄関口にふさわしい駅前
空間の形成・公共公益機能の強化」

◆業務商業エリア

「既存業務商業機能の維持・更新」

にぎわい軸

商店街～駅～駅前広場～
商業・業務施設を結ぶ、地
区の根幹となる軸

生活軸

駅周辺の住宅地等から駅前
空間への軸

外周道路

地区の外周を取り巻く軸

方針図（案）

◆居住環境保全エリア
「低層住宅を中心とした良好で
ゆとりある住環境の維持・保全」
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５．まちづくり基本計画（仮）について

東西自由通路の整備

駅舎の改良

分梅通りの改良

駅前広場の再整備

自転車駐車場の移転・再整備

市道4-159号の改良

都市計画道路3・4・6号
の計画内容の再検討

広場の整備

良好な商店街通りの形成

南北自由通路の再整備

まちづくりイメージ図（案）

良好な住環境の形成

駅へのアクセス道路の整備 市道4-139号の改良
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６. 地区計画について

地区計画とは、

みなさんがお住まい地区において、

建築物の建て方のルールや道路、公園などの配置等を定め、

良好な居住空間や街並みの形成を図る

地区単位の都市計画です。
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６. 地区計画について

地区計画の構成

■地区計画の方針等

地区計画の目標や目標を実現するための方針を定めます。

■地区整備計画

「地区計画の方針等」に従って、地区計画区域の一部

について、必要に応じて道路、公園などの配置や建築物、

土地利用に関する制限などを定めます。
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６．地区計画について

地区計画(地区計画の方針等）検討エリア

地区計画範囲図（案）
地区整備計画検討エリア①

良好な住環境を形成するため 地区整備計画検討エリア②

良好な商店街通りを形成するため
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６. 地区計画について

このようなルールを定めることができます。

高さの制限 用途の制限

地区施設（公園）

地区施設（道路）

壁面の位置
の制限

容積率・建ぺい率の
最高限度を定める

建築物等の用途を制
限する

敷地面積の最低限度を
定める

高さの最高限度を
定める

壁面の位置を
制限する

建築物等の形態又は色
彩等を制限する

垣又はさくの構造
を制限する
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６. 地区計画について

地区計画の特別な活用例

■街並み誘導型地区計画

壁面位置や高さを揃えることにより、斜線制限や容積率制限を緩和。

＜事例＞
道路斜線の緩和により、建物を真っすぐ
建てられるようになった例。
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７．アンケート結果（参考）
平成31年3月に分倍河原駅北口周辺地区にお住いの方を対象として、今後のまちづくりの方向性に関する
アンケートを実施しました。

アンケート対象地区
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７．アンケート結果（参考）

問 「商店街・駅前エリア」において「まちづくり提案書」を実現するためには、商店街通りはど
のようなイメージが望ましいと思われますか。

商店街・駅前エリアについて

小規模な店舗や飲食店が連続した通り

低層部は店舗や飲食店が連続し
上部は賃貸アパートなどに活用された通り

隣接する複数の敷地を一体的に利用し
建替えた、大規模な店舗もある通り

その他

無回答

①

②

③

①のイメージ ②のイメージ ③のイメージ
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７．アンケート結果（参考） 京王線西側エリアについて

問 「京王線西側エリア」において「まちづくり提案書」を実現するためには、どのようなまちの
イメージが望ましいと思われますか。

一戸建て住宅やアパート等の
中小の住宅が調和して建つ住宅

マンション等の比較的大きな建物が
多く建つ住宅地

住宅と店舗が共存するまち

店舗が中心となるまち

その他

無回答
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７．アンケート結果（参考） 周辺住宅地エリアについて
問 「周辺住宅地エリア」において「まちづくり提案書」を実現するためには、どのようなことが必

要だと思われますか。

日照や採光等の住環境を守るため
建物の高さをある程度抑えること

敷地の切り売りやミニ開発を防ぐため
小さな敷地への分割などを防止すること

災害時に倒壊の危険性のあるブロック塀の高さ
などを制限し、フェンスや生垣にすること

緑豊かなまち並みを形成するため
敷地の緑化を進めること

安全な歩行空間が確保された通りとなること

狭い道路の拡幅や道路の隅切りの確保をすること

旧甲州街道沿道の地域では、周辺住宅地にふさわしくない
用途の店舗や事業所の立地を防ぐ

旧甲州街道沿道の地域では
店舗や飲食店などが連続した通りとなること

その他

無回答
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８. 今後の予定

全体説明会（基本計画／地区計画） 8月下旬（予定）

地区計画検討会
（駅北西側地区）3回程度

地区計画検討会
（駅北東側商店街）3回程度

全体説明会（基本計画／地区計画） 今年度末（予定）

今回


